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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第51期中 第52期中 第53期中 第51期 第52期

会計期間

自2023年
３月１日
至2023年
８月31日

自2024年
３月１日
至2024年
８月31日

自2025年
３月１日
至2025年
８月31日

自2023年
３月１日
至2024年
２月29日

自2024年
３月１日
至2025年
２月28日

売上高 （千円） 841,869 656,501 751,000 1,621,456 1,402,566

経常利益又は経常損失（△） （千円） 79,666 △101,331 △75,437 121,863 △80,042

中間（当期）純利益 （千円） 111,228 196,118 3,100 117,538 200,260

持分法を適用した場合の投資

利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数 （株） 10,168 10,168 10,168 10,168 10,168

純資産額 （千円） 11,593,896 11,702,080 11,759,960 11,725,733 11,799,750

総資産額 （千円） 12,198,054 12,307,416 12,281,254 12,342,526 12,427,235

１株当たり純資産額 （円） 2,075,049 2,094,412 2,104,771 2,098,645 2,111,893

１株当たり中間（当期）純利

益金額
（円） 19,907 35,100 554 21,036 35,842

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額
（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 95.0 95.0 95.7 95.0 94.9

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 229,227 10,946 27,454 222,125 △63,184

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 547,612 747,598 △31,963 21,161 266,897

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － △5,950 △3,081 △4,000 △22,395

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
（千円） 1,570,057 1,785,099 1,206,232 1,032,504 1,213,822

従業員数
（人）

60 62 63 57 65

［外、平均臨時雇用者数］ [101] [101] [90] [117] [102]

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等にかかる主要な経営指標等につい

ては記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

2025年８月31日現在
 

従業員数（人） 63(90)

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．当社は、ゴルフ場事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略して

おります。

(2）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　 当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。

　 また、新たに定めた経営方針・経営戦略等若しくは指標等はありません。

 

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。

 

２【事業等のリスク】

　当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

経営成績等の概要

(1)経営成績

当中間会計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にあったものの、円安の進行による原材料価格高騰や

物価高に歯止めがかからず、また、アメリカ合衆国の「アメリカ・ファースト」の外交スタンスなどによって世界

経済が影響を受けるなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

ゴルフ場業界全体におきましては、団塊の世代の高齢化に伴うゴルフ離れ、多様なレジャー産業との消費者争奪

競争、夏期の災害級の猛暑、さらに原材料やエネルギーコストが上昇の一途を辿るなど、非常に厳しい経営環境に

ありました。

このような状況のもと、当社におきましては、組数の制限を行い、会員様の予約の取りやすさと昼食待ち時間の

短縮に努め、快適なプレー環境を提供いたしました。また、各種オープンコンペの開催、西コースおよび大上ゴル

フ場において会員様同伴限定での乗用カートフェアウェイ乗り入れプレーなど、各種営業施策を実施いたしまし

た。

これらの結果、当中間会計期間の業績は入場者数55,905人（前年同期比8.0％増）、売上高は751,000千円（前年

同期比14.3％増）、経常損失は75,437千円（前年同期は経常損失101,331千円）となり、中間純利益は3,100千円

（前年同期比98.4％減）となりました。

 

仕入及び販売の実績

　当社はゴルフ場事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、以下の記載についてはゴルフ場別に

記載しております。

　①商品仕入実績

　当中間会計期間の商品仕入実績（プロショップ仕入）をゴルフ場別に示すと次のとおりであります。

ゴルフ場別
当中間会計期間

（自　2025年３月１日
至　2025年８月31日）

前年同期比（％）

房総ゴルフ場（千円） 3,261 88.5

大上ゴルフ場（千円） 2,288 134.1

合計（千円） 5,550 102.9

 

　②原材料仕入実績

　当中間会計期間の原材料仕入実績（レストラン食材等）をゴルフ場別に示すと次のとおりであります。

ゴルフ場別
当中間会計期間

（自　2025年３月１日
至　2025年８月31日）

前年同期比（％）

房総ゴルフ場（千円） 36,934 103.2

大上ゴルフ場（千円） 18,791 110.2

合計（千円） 55,726 105.5
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　③販売実績

　当中間会計期間の販売実績をゴルフ場別に示すと次のとおりであります。

ゴルフ場別
当中間会計期間

（自　2025年３月１日
至　2025年８月31日）

前年同期比（％）

房総ゴルフ場 プレー収入（千円） 280,469 100.9

 商品売上収入（千円） 3,987 90.7

 レストラン収入（千円） 105,904 105.7

 その他の収入（千円） 3,402 107.2

 小計（千円） 393,763 102.1

大上ゴルフ場 プレー収入（千円） 153,920 108.5

 商品売上収入（千円） 2,808 137.4

 レストラン収入（千円） 55,142 117.8

 小計（千円） 211,871 111.1

登録料収入（千円） 88,810 376.3

年会費収入（千円） 56,556 99.6

合計（千円） 751,000 114.3

（注）登録料収入が大幅に増加したのは、2024年11月18日から2025年5月末日において「2024　名義変更減額キャンペー

ン（名義書換料および利用者変更料減額キャンペーン）」を行ったためであります。

 

(2)キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ7,590千円減

少し、当中間会計期間末には1,206,232千円となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フロー

は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は27,454千円（前年同期は10,946千円の獲得）となりまし

た。

　これは主に減価償却費および売上債権の減少額、流動資産その他の減少額があった一方で、投資有価証券売却益

の影響があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は31,963千円（前年同期は747,598千円の獲得）となりま

した。

　これは主に投資有価証券の売却による収入があった一方で、有形固定資産の取得による支出や投資有価証券の取

得による支出があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は3,081千円（前年同期は5,950千円の使用）となりまし

た。

　これは主に入会預り保証金の返済による支出があったことによるものであります。
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(3)財政状態の分析

（流動資産）

当中間会計期間末における、流動資産の残高は、1,897,588千円（前事業年度末は1,960,873千円）となり63,284

千円の減少となりました。減少の主な要因は、売掛金の減少額17,903千円、その他の減少額36,292千円などによる

ものであります。

（固定資産）

当中間会計期間末における固定資産の残高は、10,383,665千円（前事業年度末は10,466,362千円）となり82,696

千円の減少となりました。減少の主な要因は、有形固定資産の増加額111,376千円の一方で、投資有価証券の減少

額193,890千円などによるものであります。

（流動負債）

当中間会計期間末における流動負債の残高は、253,559千円（前事業年度末は335,081千円）となり、81,521千円

の減少となりました。減少の主な要因は、前受金の増加額39,541千円の一方で、未払金の減少額49,206千円、未払

法人税等の減少額77,127千円などによるものであります。

（固定負債）

当中間会計期間末における固定負債の残高は、267,734千円（前事業年度末は292,403千円）となり、24,669千円

の減少となりました。減少の主な要因は、繰延税金負債の減少額23,214千円などによるものであります。

（純資産）

当中間会計期間末における純資産合計は、11,759,960千円（前事業年度末は11,799,750千円）となり、39,790千

円の減少となりました。減少の主な要因は、その他有価証券評価差額金の減少額42,890千円などによるものであり

ます。

 

(4)資本の財源及び資金の流動性に係る分析

当社の資金状況は、策定した年度の利益計画予算書や設備投資計画予算書に基づいて、プレー収入やレストラン

収入など営業収入を資金源とした月次支払予定表を作成することにより適正な資金管理に努め、すべて自己資金に

よって行うことを基本としております。

 

４【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

５【研究開発活動】

特に記載すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２【設備の新設、除却等の計画】

当中間会計期間において、設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 11,500

劣後株式 8,500

計 20,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（2025年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（2025年11月27日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,168 6,168 該当なし （注）1,2,3,4,5

劣後株式 4,000 4,000 該当なし （注）1,3,4,5

計 10,168 10,168 － －

　（注）１．当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認をうけなければなりませ

ん。

２．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、発行済株式のうち、クラブ規約

に基づき当社の経営するゴルフ場の会員となれる資格を有する株式は3,698株です。

３．当会社が、剰余金の配当または残余財産の分配をするときは、劣後株式に先だって、普通株式に配当または

分配をなし、普通株式1株の配当額または分配額は、劣後株式35株の配当額または分配額と同等とします。

４．当社は単元株制度は採用しておりません。

５．会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

　　会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2025年8月31日 － 10,168 － 100,000 － －

 

（５）【大株主の状況】

  2025年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

株式会社笠間ゴルフクラブ 茨城県笠間市池野辺2523番地 1,775 18.73

株式会社明智ゴルフ倶楽部
岐阜県恵那市明智町吉良見字西山980番地の

2
1,770 18.68

株式会社可児ゴルフ倶楽部 岐阜県可児市久々利向平221番地の2 1,730 18.26

一般社団法人有報倶楽部　 茨城県笠間市池野辺2523番地 500 5.27

株式会社アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦2-11-7 11 0.11

小津産業株式会社 東京都中央区日本橋本町３丁目６番２号 8 0.08

ファインテック株式会社 東京都千代田区神田佐久間町４丁目22番1号 7 0.07

千葉石油株式会社 千葉県茂原市茂原185番地 6 0.06

カーギルジャパン合同会社 東京都千代田区丸の内３丁目１番１号 5 0.05

フィデス株式会社 千葉県千葉市緑区大高町40番地15 5 0.05

計 － 5,817 61.40

（注）当社は、自己株式695株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控

除して計算しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2025年８月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 695 ― ―

完全議決権株式（その他）
普通株式 5,473 5,473

議決権については、権利

内容に限定のない当社に

おける標準となる株式

劣後株式 4,000 4,000 （注）

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 10,168 ― ―

総株主の議決権 ― 9,473 ―

（注）剰余金の配当または残余財産の分配をするときは、劣後株式に先だって、普通株式に配当または分配をなし、普通

株式1株の配当額または分配額は、劣後株式35株の配当額または分配額と同等となる株式。

②【自己株式等】

2025年８月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社房総カント

リークラブ

千葉県長生郡睦沢町

妙楽寺字直沢

２３００

695 ― 695 6.83

計 ― 695 ― 695 6.83

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）

に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第３号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第４編の規定により第２種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2025年３月１日から2025年８月31日

まで）の中間財務諸表について、ななつぼし監査法人により中間監査を受けております。

 

３．中間連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2025年２月28日)
当中間会計期間
(2025年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,213,822 1,206,232

定期預金 600,000 600,000

売掛金 85,160 67,256

棚卸資産 20,707 19,835

その他 41,678 5,385

貸倒引当金 △495 △1,122

流動資産合計 1,960,873 1,897,588

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※１ 412,966 ※１ 455,714

コース勘定 4,364,991 4,389,050

土地 2,413,691 2,413,691

その他（純額） ※１ 487,794 ※１ 532,364

有形固定資産合計 7,679,444 7,790,821

無形固定資産 18,907 18,515

投資その他の資産   

投資有価証券 1,537,747 1,343,857

長期性預金 1,200,000 1,200,000

その他 37,687 38,054

貸倒引当金 △7,425 △7,583

投資その他の資産合計 2,768,009 2,574,328

固定資産合計 10,466,362 10,383,665

資産合計 12,427,235 12,281,254

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,687 10,499

未払法人税等 79,027 1,900

引当金 11,110 10,730

その他 ※２ 235,256 ※２ 230,429

流動負債合計 335,081 253,559

固定負債   

入会預り保証金 140,000 136,000

役員退職慰労引当金 37,320 38,440

引当金 41,924 43,350

繰延税金負債 73,158 49,944

固定負債合計 292,403 267,734

負債合計 627,484 521,293
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2025年２月28日)
当中間会計期間
(2025年８月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 8,411,142 8,411,142

資本剰余金合計 8,411,142 8,411,142

利益剰余金   

その他利益剰余金   

建物準備金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 2,190,201 2,193,302

利益剰余金合計 3,190,201 3,193,302

自己株式 △98,690 △98,690

株主資本合計 11,602,654 11,605,755

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 197,096 154,205

評価・換算差額等合計 197,096 154,205

純資産合計 11,799,750 11,759,960

負債純資産合計 12,427,235 12,281,254
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　2024年３月１日
　至　2024年８月31日)

当中間会計期間
(自　2025年３月１日
　至　2025年８月31日)

売上高 656,501 751,000

売上原価 662,095 731,054

売上総利益又は売上総損失（△） △5,593 19,946

販売費及び一般管理費 114,161 114,445

営業損失（△） △119,754 △94,499

営業外収益 ※２ 18,423 ※２ 19,061

経常損失（△） △101,331 △75,437

特別利益 ※３ 415,928 ※３ 83,230

特別損失 2,903 ※４ 4,153

税引前中間純利益 311,693 3,640

法人税、住民税及び事業税 121,339 1,900

法人税等調整額 △5,765 △1,360

法人税等合計 115,574 540

中間純利益 196,118 3,100
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　2024年３月１日　至　2024年８月31日）

       (単位：千円)  

 株主資本
評価・換算差
額等

純資産合計
 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

 
その他資本
剰余金

その他利益剰余金

 建物準備金
繰越利益剰
余金

当期首残高 100,000 8,411,142 950,000 2,039,940 △98,690 11,402,393 323,340 11,725,733

当中間期変動額         

建物準備金の積立   50,000 △50,000    -

中間純利益    196,118  196,118  196,118

株主資本以外の項目の当中
間期変動額（純額）

      △219,771 △219,771

当中間期変動額合計 - - 50,000 146,118 - 196,118 △219,771 △23,653

当中間期末残高 100,000 8,411,142 1,000,000 2,186,059 △98,690 11,598,512 103,568 11,702,080

 

当中間会計期間（自　2025年３月１日　至　2025年８月31日）

       (単位：千円)  

 株主資本
評価・換算差
額等

純資産合計
 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

 
その他資本
剰余金

その他利益剰余金

 建物準備金
繰越利益剰
余金

当期首残高 100,000 8,411,142 1,000,000 2,190,201 △98,690 11,602,654 197,096 11,799,750

当中間期変動額         

建物準備金の積立        -

中間純利益    3,100  3,100  3,100

株主資本以外の項目の当中
間期変動額（純額）

      △42,890 △42,890

当中間期変動額合計 - - - 3,100 - 3,100 △42,890 △39,790

当中間期末残高 100,000 8,411,142 1,000,000 2,193,302 △98,690 11,605,755 154,205 11,759,960
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　2024年３月１日
　至　2024年８月31日)

当中間会計期間
(自　2025年３月１日
　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 311,693 3,640

減価償却費 51,318 67,124

貸倒引当金の増減額（△は減少） △570 785

賞与引当金の増減額（△は減少） △533 △379

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,020 1,120

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,513 1,425

受取利息及び受取配当金 △15,135 △16,733

有形固定資産売却損益（△は益） - △141

有形固定資産除却損 - 4,153

投資有価証券売却損益（△は益） △385,640 △79,771

ゴルフ会員権償還益 △3,250 △3,318

売上債権の増減額（△は増加） 73,543 57,286

棚卸資産の増減額（△は増加） △666 871

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,152 36,985

仕入債務の増減額（△は減少） △634 812

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,878 4,236

その他の流動負債の増減額（△は減少） 28,948 12,344

小計 52,575 90,442

利息及び配当金の受取額 14,914 16,040

法人税等の支払額 △56,543 △79,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,946 27,454

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △103,030 △234,360

有形固定資産の売却による収入 - 155

有形固定資産の除却による支出 - △3,783

投資有価証券の売却による収入 1,382,742 513,820

投資有価証券の取得による支出 △531,857 △304,904

無形固定資産の取得による支出 - △2,649

その他の支出 △254 △240

投資活動によるキャッシュ・フロー 747,598 △31,963

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ゴルフ会員権の取得による支出 △750 △681

入会預り保証金の返済による支出 △5,200 △2,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,950 △3,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 752,595 △7,590

現金及び現金同等物の期首残高 1,032,504 1,213,822

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,785,099 ※ 1,206,232
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

(2）棚卸資産

商品・原材料・貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

①　建物（建物附属設備を含む）および構築物

　　定額法を採用しております。

②　その他の有形固定資産

　　定率法を採用しております。

　③　少額減価償却資産

　　取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、３年均等償却によっております。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5

年)に基づいております。

(3）長期前払費用

　均等償却によっております。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務(簡便法)に基づき、当中間会

計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

 (4) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しており

ます。

４．収益及び費用の計上基準

　約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると

見込まれる金額で収益を認識しております。プレー収入、レストラン売上等は顧客のゴルフ場利用または

レストラン利用を履行義務として認識しており、顧客のゴルフ場利用またはレストラン利用した時点で収

益を認識しております。年会費は、会員のゴルフ場施設利用機会の提供を履行義務として認識しておりま

す。

５．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　中間キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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（会計方針の変更）

該当事項はありません。
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（追加情報）

該当事項はありません。
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（中間貸借対照表関係）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（2025年２月28日）

当中間会計期間
（2025年８月31日）

4,793,525千円 4,834,437千円

 

※２．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺し、相殺後の金額は流動負債の「その他」として表示しており

ます。

 

（中間損益計算書関係）

　１．減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自　2024年３月１日
至　2024年８月31日）

当中間会計期間
（自　2025年３月１日
至　2025年８月31日）

有形固定資産 48,281千円 64,051千円

無形固定資産 3,005 3,041

 

※２．営業外収益のうち重要なもの

 
前中間会計期間

（自　2024年３月１日
至　2024年８月31日）

当中間会計期間
（自　2025年３月１日
至　2025年８月31日）

受取利息 235千円 693千円

受取配当金 14,900 16,040

 

※３．特別利益のうち重要なもの

 
前中間会計期間

（自　2024年３月１日
至　2024年８月31日）

当中間会計期間
（自　2025年３月１日
至　2025年８月31日）

車両運搬具売却益 －千円 141千円

投資有価証券売却益 385,640 79,771

入会預り保証金償還益 3,250 3,318

受取保険金 27,037 －

 

※４．特別損失のうち重要なもの

 
前中間会計期間

（自　2024年３月１日
至　2024年８月31日）

当中間会計期間
（自　2025年３月１日
至　2025年８月31日）

建物除却損 －千円 4,153千円

構築物除却損 － 0
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（中間株主資本等変動計算書関係）

Ⅰ．前中間会計期間（自　2024年３月１日　至　2024年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

発行済株式     

普通株式（株） 6,168 － － 6,168

劣後株式（株） 4,000 － － 4,000

合計（株） 10,168 － － 10,168

自己株式     

普通株式（株） 695 － － 695

合計（株） 695 － － 695

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

Ⅱ．当中間会計期間（自　2025年３月１日　至　2025年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

発行済株式     

普通株式（株） 6,168 － － 6,168

劣後株式（株） 4,000 － － 4,000

合計（株） 10,168 － － 10,168

自己株式     

普通株式（株） 695 － － 695

合計（株） 695 － － 695

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりでありま

す。

 
前中間会計期間

（自　2024年３月１日
至　2024年８月31日）

当中間会計期間
（自　2025年３月１日
至　2025年８月31日）

現金及び預金勘定 1,785,099千円 1,206,232千円

現金及び現金同等物 1,785,099 1,206,232
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（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

　　中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。

前事業年度（2025年２月28日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

（１）投資有価証券

　　　　その他有価証券

 

954,240

 

954,240

 

－

（２）長期性預金 1,200,000 1,200,000 －

資産計 2,154,240 2,154,240 －

（注１）「現金及び預金」、「定期預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払費用」について

は、現金であること及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、

記載を省略しております。

 

（注２）市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商

品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　区　　分 貸借対照表計上額

　①投資有価証券（非上場株式） 583,507

　②出資金 26,218
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当中間会計期間（2025年８月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 中間貸借対照表

計上額

時　　価 差　　額

（１）投資有価証券

　　　　その他有価証券

 

760,350

 

760,350

 

－

（２）長期性預金 1,200,000 1,200,000 －

資産計 1,960,350 1,960,350 －

（注１）「現金及び預金」、「定期預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払費用」について

は、現金であること及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、

記載を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等は「（１）投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。当該金融

商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　区　　分 中間貸借対照表計上額

　①投資有価証券（非上場株式） 583,507

②出資金 26,218

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

（１）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2025年２月28日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

　株式 954,240 － － 954,240

資産計 954,240 － － 954,240

 

当中間会計期間（2025年８月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

　株式 760,350 － － 760,350

資産計 760,350 － － 760,350
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（２）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2025年２月28日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期性預金 － 1,200,000 － 1,200,000

資産計 － 1,200,000 － 1,200,000

 

当中間会計期間（2025年８月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期性預金 － 1,200,000 － 1,200,000

資産計 － 1,200,000 － 1,200,000

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期性預金

　元金利の合計金額を同様の新規預金を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、

レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

Ⅰ．前事業年度末　（2025年２月28日現在）

１．その他有価証券

 
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

株式 915,240 614,308 300,931

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

 　　　 株式 39,000 42,405 △3,405

合計 954,240 656,713 297,527

（注）１．非上場株式（貸借対照表計上額583,507千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

Ⅱ．当中間会計期間末　（2025年８月31日現在）

１．その他有価証券

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

株式 667,350 428,989 238,360

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の
   

 　　　 株式 93,000 98,579 △5,579

合計 760,350 527,569 232,780

（注）１．市場価格のない株式（中間貸借対照表計上額583,507千円）は、上表の「その他有価証券」には含めておりま

せん。

 

 

（デリバティブ取引関係）

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（持分法損益等）

　該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

Ⅰ．前事業年度末（2025年２月28日）

　資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

Ⅱ．当中間会計期間末（2025年８月31日）

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（賃貸等不動産関係）

Ⅰ．前事業年度（自　2024年３月１日　至　2025年２月28日）

　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

Ⅱ．当中間会計期間（自　2025年３月１日　至　2025年８月31日）

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間会計期間（自　2024年３月１日　至　2024年８月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 プレー収入
レストラン

収入
登録料収入 年会費収入

商品売上

収入

その他の

収入
合計

一時点で移転さ

れるサービス
419,634 146,897 23,600 ― 6,434 3,171 599,738

一定の期間にわ

たり移転される

サービス

― ― ― 56,763 ― ― 56,763

顧客との契約か

ら生じる収益
419,634 146,897 23,600 56,763 6,434 3,171 656,501

 

当中間会計期間（自　2025年３月１日　至　2025年８月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 プレー収入
レストラン

収入
登録料収入 年会費収入

商品売上

収入

その他の

収入
合計

一時点で移転さ

れるサービス
434,389 161,047 88,810 ― 6,795 3,402 694,444

一定の期間にわ

たり移転される

サービス

― ― ― 56,556 ― ― 56,556

顧客との契約か

ら生じる収益
434,389 161,047 88,810 56,556 6,795 3,402 751,000

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は 「（重要な会計方針）５．収益及び費用の計上

基準」に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末

において存在する顧客との契約から、当中間会計期間末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する

情報

（１）契約負債の残高等

（単位：千円）
 

 前事業年度 当中間会計期間

契約負債（期首残高） 4,587 4,554

契約負債（中間期末（期末）残高） 4,554 44,095

契約負債は、主に期間の経過に応じて収益を認識する年会費の前受金です。当中間会計期間の期首の契約負債

残高は、主に当事業年度（2025年３月１日から2026年２月28日）の年会費収入を当事業年度前に受け入れた金額

です。当中間会計期間末の契約負債残高は、主に当事業年度の下期に収益認識に伴い取り崩されます。

 

（２）残存履行義務に配分した取引価額

当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に

関する情報の記載を省略しております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　2024年３月１日　至　2024年８月31日）

当社は、ゴルフ場事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　2025年３月１日　至　2025年８月31日）

当社は、ゴルフ場事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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【関連情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　2024年３月１日　至　2024年８月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が、中間損益計算書の売上高の９０％超であるた

め、記載を省略しております。

 

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が、中間損益計算書の売上高の９０％超であるため、地域ご

との売上高の記載を省略しております。

 

 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の９０％超であるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の１０％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　2025年３月１日　至　2025年８月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が、中間損益計算書の売上高の９０％超であるた

め、記載を省略しております。

 

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が、中間損益計算書の売上高の９０％超であるため、地域ご

との売上高の記載を省略しております。

 

 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の９０％超であるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の１０％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前中間会計期間

（自　2024年３月１日
至　2024年８月31日）

当中間会計期間
（自　2025年３月１日
至　2025年８月31日）

(1）１株当たり中間純利益金額 35,100.88円 554.95円

（算定上の基礎）   

中間純利益金額（千円） 196,118 3,100

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 196,118 3,100

普通株式の期中平均株式数（株） 5,587 5,587

　普通株式 5,473 5,473

　劣後株式（普通株式換算後） 114 114

（注）１．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２．当会社が、剰余金の配当または残余財産の分配をするときは、劣後株式に先だって、普通株式に配当または

分　配をなし、普通株式1株の配当額または分配額は、劣後株式35株の配当額または分配額と同等とします。

 

 
前事業年度

（2025年２月28日）
当中間会計期間
（2025年８月31日）

(2)１株当たり純資産額 2,111,893円 2,104,771円

 （算定上の基礎）   

 純資産の部の合計額（千円） 11,799,750 11,759,960

 純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

 （うち非支配株主持分）（千円） － －

 普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

 （千円）
11,799,750 11,759,960

 １株当たり純資産額の算定に用いられた中間期

末（期末）の普通株式の数（株）
5,587 5,587

（注）当会社が、剰余金の配当または残余財産の分配をするときは、劣後株式に先だって、普通株式に配当または分配を

なし、普通株式1株の配当額または分配額は、劣後株式35株の配当額または分配額と同等とします。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)臨時報告書

2025年５月19日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４（会計監査人の異

動）の規定に基づく臨時報告書であります。

 

(2)有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第52期）（自　2025年３月１日　至　2025年２月29日）2025年５月27日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

  2025年11月27日

株式会社房総カントリークラブ   

 

 取締役会　御中  

 

ななつぼし監査法人

　東京都千代田区

指 定 社 員
公認会計士 安田　幸一

業 務 執 行 社 員

 

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社房総カントリークラブの2025年3月1日から2026年2月28日までの第53期事業年度の中間会計期間（2025年3月1
日から2025年8月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計
算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社房総カントリークラブの2025年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2025年3
月1日から2025年8月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
 
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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以 上

　（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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